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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アセタール結合、エーテル結合及びウレタン結合から選ばれた化学結合によりフラボノ
イド類が結合されたセルロース繊維又はセルロース繊維製品であって、更に水不溶性無機
金属化合物を把持してなるセルロース繊維又はセルロース繊維製品。
【請求項２】
　セルロース繊維又はセルロース繊維製品にフラボノイド類、アセタール結合、エーテル
結合及びウレタン結合から選ばれた化学結合によりフラボノイド類とセルロース繊維又は
セルロース繊維製品とを結合させることができる化合物並びに金属イオンを付着及び／又
は含浸させ、次いで乾燥処理し、更に熱処理した後金属イオンを水不溶性無機金属化合物
に変換せしめて得られる請求項１記載のセルロース繊維又はセルロース繊維製品。
【請求項３】
　水不溶性無機金属化合物が水酸化亜鉛及び塩基性炭酸亜鉛からなる群より選ばれた少な
くとも１種である請求項１又は請求項２に記載のセルロース繊維又はセルロース繊維製品
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、消臭性に優れたセルロース繊維又は繊維製品に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
人体から発生する臭気には、酸性臭、塩基性臭及び中性臭の性質の異なる臭気が存在して
いる。更に、中高年の人の皮脂には、若い人には殆ど存在しないパルミトオレイン酸とい
う脂肪酸が多く存在し、これが過酸化脂質によって酸化分解されたり、皮膚表面に常在し
ている菌によって分解されて、ノネナールというアルデヒドが生成することが、最近の研
究により明らかにされた。このノネナールという成分が中年臭の原因となる臭気物質であ
ることが突き止められ、最近の話題になっている。
【０００３】
今日までに、消臭性能が付与されたセルロース繊維又は繊維製品が数多く開発されている
（例えば特開平４－３７０２７０号公報、特許第２９４６３３９号）。しかしながら、斯
かるセルロース繊維又は繊維製品は、ノネナール臭を除去する効果が不充分であり、特に
ノネナール臭等の種々の臭気が混在した中年臭を有効に除去できるものではない。
【０００４】
更に、消臭性能が付与されたセルロース繊維又は繊維製品には、洗濯を繰り返し行っても
消臭性能が殆ど低下しない性能（耐洗濯性）を備えていることが要望されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、酸性臭、中性臭及び塩基性臭に対し優れた消臭性能を発現し得るセルロース繊
維及びセルロース繊維製品を提供することを課題とする。
【０００６】
本発明は、中年臭に対して優れた消臭性能を有するセルロース繊維及びセルロース繊維製
品を提供することを課題とする。
【０００７】
本発明は、洗濯を繰り返し行っても上記消臭性能が殆ど低下しない性能（耐洗濯性）を備
えたセルロース繊維及びセルロース繊維製品を提供することを課題とする。
【０００８】
本発明は、上記セルロース繊維及びセルロース繊維製品の製造方法を提供することを課題
とする。
【０００９】
本発明は、上記セルロース繊維及びセルロース繊維製品から作製されたエアーフィルター
を提供することを課題とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、酸性臭、中性臭及び塩基性臭に対し優れた消臭性能を有し、更に中年臭に
対しても優れた消臭性能を有し、しかも耐洗濯性を備えたセルロース繊維及びセルロース
繊維製品を開発すべく鋭意研究を重ねた結果、セルロース繊維及びセルロース繊維製品に
フラボノイド類並びにアセタール結合、エーテル結合及びウレタン結合から選ばれた化学
結合によりフラボノイド類とセルロース繊維又はセルロース繊維製品とを結合させること
ができる化合物を含有させ且つ水不溶性無機金属化合物を把持させることにより、上記課
題を達成できることを見い出した。本発明は、斯かる知見に基づき完成されたものである
。
１．本発明は、アセタール結合、エーテル結合及びウレタン結合から選ばれた化学結合に
よりフラボノイド類が結合されたセルロース繊維又はセルロース繊維製品であって、更に
水不溶性無機金属化合物を把持してなるセルロース繊維又はセルロース繊維製品である。
２．本発明は、セルロース繊維又はセルロース繊維製品にフラボノイド類、アセタール結
合、エーテル結合及びウレタン結合から選ばれた化学結合によりフラボノイド類とセルロ
ース繊維又はセルロース繊維製品とを結合させることができる化合物並びに金属イオンを
付着及び／又は含浸させ、次いで熱処理した後金属イオンを水不溶性無機金属化合物に変
換せしめて得られる、上記１に記載のセルロース繊維又はセルロース繊維製品である。
３．本発明は、セルロース繊維又はセルロース繊維製品にフラボノイド類並びにアセター
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ル結合、エーテル結合及びウレタン結合から選ばれた化学結合によりフラボノイド類とセ
ルロース繊維又はセルロース繊維製品とを結合させることができる化合物を付着及び／又
は含浸させ、次いで熱処理し、更に金属イオンを含浸させた後金属イオンを水不溶性無機
金属化合物に変換せしめて得られる、上記１に記載のセルロース繊維又はセルロース繊維
製品である。
４．本発明は、セルロース繊維又はセルロース繊維製品に金属イオンを含浸させた後金属
イオンを水不溶性無機金属化合物に変換せしめ、次いでフラボノイド類並びにアセタール
結合、エーテル結合及びウレタン結合から選ばれた化学結合によりフラボノイド類とセル
ロース繊維又はセルロース繊維製品とを結合させることができる化合物を付着及び／又は
含浸させ、更に熱処理して得られる、上記１に記載のセルロース繊維又はセルロース繊維
製品である。
５．本発明は、水不溶性無機金属化合物が水酸化亜鉛及び塩基性炭酸亜鉛からなる群より
選ばれた少なくとも１種である、上記１～４に記載のセルロース繊維又はセルロース繊維
製品である。
【００１１】
【発明の実施の形態】
本発明において、セルロース繊維は、従来公知のセルロース繊維であり、例えば木綿、麻
等の天然セルロース、レーヨン等の再生セルロース、又はこれらの混紡品である。本発明
のセルロース繊維には、これら繊維の他、これら繊維の一次加工品、例えば糸、ニット、
織物、編物、不織布等が包含される。特に木綿の場合、原綿そのもの、苛性マーセル化し
た木綿、液体アンモニアで処理した木綿等も、本発明のセルロース繊維に包含される。
【００１２】
本発明においては、本発明のセルロース繊維に非セルロース系合成繊維を混紡、交撚、混
編させることもできる。
【００１３】
非セルロース系合成繊維としては、従来公知のものを広く例示でき、例えばポリエステル
、液晶ポリエステル、ポリアミド、液晶ポリアミド、アクリル、ポリエチレン、ポリプロ
ピレン、スパンデックス等を挙げることができる。上記合成繊維の中でも、ポリエステル
、ポリアミド、アクリル及びポリプロピレンが好ましく、ポリエステルが特に好ましい。
【００１４】
セルロース繊維に上記合成繊維が混紡される場合、混紡割合は特に限定されるものではな
い。セルロース繊維の混紡割合が多い方が、本発明の効果（優れた消臭性能及び耐洗濯性
）がより一層発現されるが、混紡繊維及び繊維製品の特徴である繊維強度等の合成繊維の
性能を損なわないように具現する為には、通常合成繊維が全繊維中に１～８０重量％、好
ましくは２０～６６重量％の割合で混紡されるのがよい。
【００１５】
本発明において、セルロース繊維製品とは、上記セルロース繊維を更に加工したもの、例
えば外衣、中衣、内衣等の衣料、寝装品、インテリア等の製品を意味する。本発明のセル
ロース繊維製品としては、具体的にはコート、ジャケット、ズボン、スカート、ワイシャ
ツ、ニットシャツ、ブラウス、セーター、カーディガン、ナイトウエア、肌着、サポータ
ー、靴下、タイツ、帽子、スカーフ、マフラー、襟巻き、手袋、服の裏地、服の芯地、服
の中綿、作業着、ユニフォーム、学童用制服等の衣料、カーテン、布団地、布団綿、枕カ
バー、シーツ、マット、カーペット、タオル、ハンカチ等の製品を例示できる。また、本
発明のセルロース繊維製品には、例えば壁布、フロア外張り等の産業資材分野で使用され
る繊維製品の形態のものも包含される。
【００１６】
本発明のセルロース繊維又はセルロース繊維製品は、アセタール結合、エーテル結合及び
ウレタン結合から選ばれた化学結合によりフラボノイド類が結合されたセルロース繊維又
はセルロース繊維製品であって、更に水不溶性無機金属化合物を把持してなるセルロース
繊維又はセルロース繊維製品である。
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【００１７】
本発明において、フラボノイド類は、下記の化学式に示すような、［Ｃ6－Ｃ3－Ｃ6］を
基本構造とする一群の化合物をいう。
【００１８】
【化１】

【００１９】
フラボノール類は、
【００２０】
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【化２】

【００２１】
の骨格を有する化合物である。この種の化合物は、３位の水酸基でエーテル結合して配糖
体を形成し、配糖体として広く植物中に存在している。本発明では、このような化合物を
広く使用することができる。ここで配糖体は、３位の水酸基でエーテル結合して形成され
たものであってもよいし、６位又は７位で直接結合して形成されていてもよい。
【００２２】
例えば、４’，５，７－トリヒドロキシフラボノールは、ケンフェロールと呼ばれ、ケン
フェロールの３－ガラクトシドは、トリホリンと呼ばれてアカツメクサの花中に存在し、
ケンフェロールの３－グルコシドは、アストラガリンと呼ばれてレンゲの花中に存在し、
ケンフェロールの３－ラムノグルコシドは、ロビニンと呼ばれてニセアカシアの花中に存
在している。
【００２３】
また、３’，４’，５，７－テトラヒドロキシフラボノールは、クエルセチンと呼ばれて
おり、クエルセチンの３－ラムノシドがクエルシトリンと呼ばれてＱｕｅｒｃｕｓ　ｔｉ
ｎｃｔｏｒｉａの樹皮中に存在している。クエルセチンの３－グルコシドは、イソクエル
シトリンと呼ばれてシロツメクサの花中に存在している。また、クエルセチンの３－ラム
ノグルコシドは、ルチンと呼ばれてエンジュの花やソバの葉中に存在している。
【００２４】
また、３’，４’，５，５’，７－ペンタヒドロキシフラボノールは、ミリセチンと呼ば
れ、ミリセチンの３－ラムノシドは、ミリシトリンと呼ばれてヤマモモの樹皮等に存在し
ている。
【００２５】
更に、クエルセチン－７－グリコシドは、クエルシメリトリンと呼ばれ、綿の花、杉の葉
に存在している。また、ケンフェロール－３，７－ジラムノシドは、ケンフェリトリンと
呼ばれ、ミヤコグサ、カラスウリの葉に存在している。
【００２６】
フラボノール類としては、ケンフェロール、クエルセチン及びミリセチン並びにそれらの
誘導体が好ましい。
【００２７】
フラバノノール類は、上記式（１）のフラボノール類に水素が添加された化合物であり、
【００２８】
【化３】

【００２９】
の骨格を有する化合物である。この種の化合物も、３位の水酸基でエーテル結合して配糖
体を形成し、配糖体として広く植物中に存在している。本発明では、このような化合物を
広く使用することができる。
【００３０】
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例えば、５，７－ジヒドロキシフラバノノールは、ピノバンクシンと呼ばれＰｉｎｕｓ　
ｂａｎｋｓｉｎａの心材中に含まれている。４’，５，７－トリヒドロキシフラバノノー
ルは、アロマデンドリンと呼ばれ、ユーカリ属、カツラの材に含まれ、アロマデンドリン
の３－ラムノシドは、エンゲリチンと呼ばれフジバシデの材に含まれている。３’，４’
，５，７－テトラヒドロキシフラバノノールは、タキシホリンと呼ばれイスノキの材に含
まれ、タキシホリンの３－ラムノシドは、アスチルビンと呼ばれトリアシシヨウマ、アカ
シヨウマの根茎に含まれている。また、３’，４’，５，５’，７－ペンタヒドロキシフ
ラバノノールは、アンベロブチンと呼ばれセンダンバウドカズラの葉に含まれている。
【００３１】
フラバノール類は、フラバンの３位に水酸基が導入された化合物であり、
【００３２】
【化４】

【００３３】
の骨格を有する化合物である。
【００３４】
例えば、３’，４’，５，７－テトラヒドロキシフラバノールは、カテキンと呼ばれ、そ
のエピマーであるエピカテキンと共に、茶葉から抽出される。
【００３５】
３’，４’，５，５’，７－ペンタヒドロキシフラバノールは、エピガロカテキンと呼ば
れ、そのエピマーであるガロカテキンと共に、茶葉から抽出される。
【００３６】
エピカテキンの３－ガロイルエステルは、エピカテキンガレートと呼ばれ、茶葉から抽出
される。
【００３７】
また、エピガロカテキンの３－ガロイルエステルは、エピガロカテキンガレートと呼ばれ
、茶葉から抽出される。
【００３８】
これらのフラバノール類は、茶葉から混合物として又はそれぞれ精製物として抽出製造さ
れており、例えば三井農林株式会社製のポリフェノンシリーズとして市販されている。
【００３９】
本発明のフラボノイド類には、上記フラボノール類、フラバノノール類、フラバノール類
の他、フラボンの５位及び７位に水酸基が置換したクリシン、フラボンの３位、５位及び
７位に水酸基が置換したガランギン、フラボンの５位、７位及び４’位に水酸基が置換し
たアピゲニン、フラボンの３位、７位、３’位及び４’位に水酸基が置換したフィセチン
、フラボンの５位、７位、３’位及び４’位に水酸基が置換したルテオリン、フラボンの
３位、５位、７位、２’位及び４’位に水酸基が置換したモリン、フラボンの３位、７位
、３’位、４’位及び５’位に水酸基が置換したロビネチン、フラボンの３位、５位、７
位、３’位及び４’位に水酸基が置換したゴシペチン等やこれらを基本骨格とする誘導体
も包含される。
【００４０】
本発明では、フラボノイド類は、セルロース繊維又はセルロース繊維製品中に０．１～２
０重量％、好ましくは１～１０重量％含有されているのがよい。
【００４１】
本発明において、アセタール結合、エーテル結合及びウレタン結合から選ばれた化学結合
によりフラボノイド類とセルロース繊維又はセルロース繊維製品とを結合させることがで
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きる化合物としては、例えば下記に示す各種の化合物を例示することができる。
【００４２】
アセタール結合（－ＯＣＨ2Ｏ－）によりフラボノイド類とセルロース繊維又はセルロー
ス繊維製品とを結合させることができる化合物としては、例えば分子内にアルデヒド基を
有する化合物が挙げられ、具体的にはアルデヒド化合物等を挙げることができる。
【００４３】
アルデヒド化合物としては、例えばホルムアルデヒド、ジアルデヒド（グリオキザール）
等が挙げられる。
【００４４】
エーテル結合（－Ｏ－）によりフラボノイド類とセルロース繊維又はセルロース繊維製品
とを結合させることができる化合物としては、例えばＮ－メチロール化合物、分子内にエ
ポキシ基（グリシジル基）やビニル基を有する化合物等を挙げることができる。
【００４５】
Ｎ－メチロール化合物としては、例えばジメチロール尿素及びそのメチル化物、ジメチロ
ールエチレン尿素及びそのメチル化物、ジメチロールウロン及びそのメチル化物、ジメチ
ロールトリアゾン及びそのメチル化物、ジメチロールプロピレン尿素及びそのメチル化物
、ジメチロールジヒドロキシエチレン尿素、メチル化ジメチロールジメトキシエチレン尿
素、１，３－ジメチル－４，５－ジヒドロキシエチレン尿素及びそのメチル化物、ジメチ
ロール－４－メトキシ－５，５－ジメチルプロピレン尿素及びそのメチル化物、ジメチロ
ールアルキルカーバメイト及びそのメチル化物、テトラメチロールグリオキザールモノウ
レイン及びそのメチル化物等が挙げられる。
【００４６】
これらの中でも、ジメチロールジヒドロキシエチレン尿素が好ましい。
【００４７】
市販品としては、住友化学工業社製のスミテックスレジンシリーズ、三木理研社製のリケ
ンレジンシリーズ等が挙げられる。
【００４８】
分子内にエポキシ基（グリシジル基）を有する化合物としては、例えば脂肪族エポキシ化
合物、ジグリシジル化合物、トリグリシジル化合物、ポリグリシジル化合物、脂環式エポ
キシ化合物、異節環状型エポキシ化合物、活性ビニル化合物の他、ビスフェノールＡ－エ
ピクロルヒドリン化合物、ビスフェノールＡ－ジグリシジルエーテル化合物及びそのエチ
レンオキシド付加物又はプロピレンオキシド付加物、ビスフェノールＦ－ジグリシジルエ
ーテル化合物、水素化ビスフェノールＡ－ジグリシジルエーテル化合物、水素化ビスフェ
ノールＦ－ジグリシジルエーテル化合物等が挙げられる。
【００４９】
脂肪族エポキシ化合物としては、例えばエポキシ化大豆油、エポキシ化オレイルオレート
等が挙げられる。
【００５０】
ジグリシジル化合物としては、一般式（４）
【００５１】
【化５】

【００５２】
［式中、Ｒは－Ｏ－Ｒ1－Ｏ－又は－Ｏ（Ｒ2Ｏ）n－を示す。ここでＲ1は炭素数２～１２
の直鎖又は分枝鎖状アルキレン基を示す。Ｒ2は－ＣＨ2ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ（ＣＨ3

）－又は－（ＣＨ2）4－を示し、ｎは４～５０の整数を示す。
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］
で表されるジグリシジルエーテルを挙げることができ、具体的にはエチレングリコールジ
グリシジルエーテル、ジエチレングリコールジグリシジルエーテル、トリエチレングリコ
ールジグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル(ｎ＝４～５
０)、プロピレングリコールジグリシジルエーテル、ジプロピレングリコールジグリシジ
ルエーテル、トリプロピレングリコールジグリシジルエーテル、ポリプロピレングリコー
ルジグリシジルエーテル(ｎ＝４～５０)、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル
、１，６－ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、グリセロールジグリシジルエーテル
、ジグリシジルポリシロキサン等が挙げられる。
【００５３】
トリグリシジル化合物としては、例えばグリセロールトリグリシジルエーテル、トリメチ
ロールプロパントリグリシジルエーテル等が挙げられる。
【００５４】
ポリグリシジル化合物としては、例えばポリグリセロールポリグリシジルエーテル、ソル
ビトールポリグリシジルエーテル、ポリグリシジルポリシロキサン等が挙げられる。
【００５５】
脂環式エポキシ化合物としては、例えば３，４－エポキシシクロヘキシルメチル－３’，
４’－エポキシシクロヘキサンカルボキシレート等が挙げられる。
【００５６】
異節環状型エポキシ化合物としては、例えばトリグリシジルイソシアヌレート等が挙げら
れる。
【００５７】
上記一般式（４）で表されるジグリシジルエーテルの中でも、Ｒ1がエチレングリコール
系、ポリエチレングリコール系、グリセリン系であるものが好ましい。
【００５８】
市販品としては、ナガセ化成工業社製のデナコールＥＸシリーズ等が挙げられる。
【００５９】
活性ビニル化合物としては、分子内にジアクリロイル基を有する化合物、分子内にジメタ
クリロイル基を有する化合物、分子内にトリアリル基を有する化合物、分子内にテトラア
リル基を有する化合物、分子内にペンタアリル基を有する化合物等を挙げることができる
。
【００６０】
分子内にジアクリロイル基を有する化合物としては、具体的にはエチレングリコールジア
クリレート、ジエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレ
ート(ｎ＝３～５０)、１，４－ブタンジオールジアクリレート、１，６－ヘキサンジオー
ルジアクリレート、１，９－ノナンジオールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジ
アクリレート、ジメチロールトリシクロデカンジアクリレート、トリプロピレングリコー
ルジアクリレート、ビスフェノールＡのエチレンオキシド付加物ジアクリレート、ビスフ
ェノールＡのプロピレンオキシド付加物ジアクリレート、ヒドロキシピバリン酸ネオペン
チルグリコールジアクリレート等を例示できる。
【００６１】
分子内にジメタクリロイル基を有する化合物としては、具体的にはエチレングリコールジ
メタクリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート、ポリエチレングリコールジメ
タクリレート(ｎ＝３～５０)、１，３－ブタンジオールジメタクリレート、１，４－ブタ
ンジオールジメタクリレート、１，６－ヘキサンジオールジメタクリレート、１，９－ノ
ナンジオールジメタクリレート、１，１０－デカンジオールジメタクリレート、グリセリ
ンジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、ジメチロールトリシク
ロデカンジメタクリレート、トリプロピレングリコールジメタクリレート、ビスフェノー
ルＡのエチレンオキシド付加物ジメタクリレート、ビスフェノールＡのプロピレンオキシ
ド付加物ジメタクリレート、ヒドロキシピバリン酸ネオペンチルグリコールジメタクリレ



(9) JP 4737801 B2 2011.8.3

10

20

30

40

50

ート、ヘキサヒドロフタル酸ジアリル、ジアリルオルソフタレート、ジアリルイソフタレ
ート、ジアリルテレフタレート、ジビニルベンゼン、１，１’－ビフェニル－２，２’－
ジカルボン酸ジアリル、ジアリルクロレンデート、Ｎ，Ｎ－メチレンビスアクリルアミド
等を例示できる。
【００６２】
分子内にトリアリル基を有する化合物としては、具体的にはトリメチロールプロパントリ
アリルエーテル、トリメチロールプロパントリアクリレートとそのエチレンオキシド変性
物、トリメチロールプロパントリメタクリレート、ペンタエリスリトールトリアリルエー
テル、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールトリメタクリレー
ト、トリアリルトリメリテート、トリアリルイソシアヌレート、トリアリルシアヌレート
、トリアクリルホルマール、トリメタアリルイソシアヌレート等を例示できる。
【００６３】
分子内にテトラアリル基を有する化合物としては、具体的にはジトリメチロールプロパン
テトラアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート等を例示できる。
【００６４】
分子内にペンタアリル基を有する化合物としては、具体的にはジペンタエリスリトールヘ
キサアクリレート等を例示できる。
【００６５】
活性ビニル化合物としては、分子内にジアクリロイル基を有する化合物や分子内にジメタ
クリロイル基を有する化合物が好ましく、特にポリエチレングリコールジアクリレート(
ｎ＝３～５０)やポリエチレングリコールジメタクリレート(ｎ＝３～５０)が好ましい。
【００６６】
ウレタン結合（－ＮＣＯＯ－）によりフラボノイド類とセルロース繊維又はセルロース繊
維製品とを結合させることができる化合物としては、例えばジイソシアネート化合物、ト
リイソシアネート化合物、ポリイソシアネート化合物等の他、ｍ－イソプロペニル－α，
α－ジメチルベンジルイソシアネート等を挙げることができる。
【００６７】
ジイソシアネート化合物としては、具体的にはトリレンジイソシアネート、４，４－ジフ
ェニルメタンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、１，３－ビス（イソシア
ナトメチル）シクロヘキサン、ヘキサメチレンジイソシアネート、ドデカメチレンジイソ
シアネート、テトラメチルキシリレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、
１，５－ナフタレンジイソシアネート、ｏ－トリジンジイソシアネート、ジシクロヘキシ
ルメタンジイソシアネート等を例示できる。
【００６８】
トリイソシアネート化合物としては、具体的にはトリフェニルメタントリイソシアネート
等を例示できる。
【００６９】
ポリイソシアネート化合物としては、具体的にはポリメチレンポリフェニルポリイソシア
ネート等を例示できる。
【００７０】
本発明では、上記ジイソシアネート化合物、トリイソシアネート化合物、ｍ－イソプロペ
ニル－α，α－ジメチルベンジルイソシアネート等は、活性イソシアネート基がブロック
剤によりブロックされたものであってもよい。ブロック剤としては、例えばオキシム（ア
セトオキシム、シクロヘキサノンオキシム）、ラクタム（ε－カプロラクタム）、ジエチ
ルマロネート、アセト酢酸エチル、アセチルアセトン、重亜硫酸塩等を挙げることができ
る。
【００７１】
これらの中でも、ジイソシアネート化合物が好ましく、ヘキサメチレンジイソシアネート
が特に好ましい。
【００７２】
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市販品としては、第一工業製薬社製のエラストロンシリーズ等が挙げられる。
【００７３】
アセタール結合、エーテル結合及びウレタン結合から選ばれた化学結合によりフラボノイ
ド類とセルロース繊維又はセルロース繊維製品とを結合させることができる化合物（以下
これらの化合物を「化学結合形成化合物」という）としては、上記に例示した化合物を１
種単独で使用してもよいし、２種以上混合して使用してもよい。
【００７４】
本発明では、化学結合形成化合物は、セルロース繊維又はセルロース繊維製品中に０．１
～４０重量％、好ましくは１～１５重量％含有されているのがよい。
【００７５】
セルロース繊維又はセルロース繊維製品の内部に把持される無機金属化合物としては、水
不溶性である限り特に限定されるものではなく、銅、銀、亜鉛、チタン、ジルコニウム、
バナジウム、モリブデン、タングステン、クロム、鉄、コバルト、ニッケル、マンガン、
ゲルマニウム、セリウム等の遷移金属の水酸化物、アルミニウム、珪素、スズ、アンチモ
ン等の両性金属の水酸化物、マグネシウム等の水酸化物、アルカリ金属を除く金属の炭酸
塩、リン酸塩、珪酸塩、アルミン酸塩、ジルコン酸塩等が例示される。これら金属化合物
は、セルロース繊維内部に１種又は２種以上把持される。これら金属化合物の中では、水
酸化亜鉛及び塩基性炭酸亜鉛が特に好適である。
【００７６】
本発明では、斯かる金属化合物は、セルロース繊維中に０．０１～１０重量％、好ましく
は０．１～５重量％把持されているのがよい。
【００７７】
本発明のセルロース繊維又はセルロース繊維製品は、例えば下記に示す方法により製造さ
れる。
【００７８】
方法Ａ：
本発明のセルロース繊維又はセルロース繊維製品は、セルロース繊維又はセルロース繊維
製品にフラボノイド類、化学結合形成化合物及び金属イオンを付着及び／又は含浸させ、
次いで熱処理した後金属イオンを水不溶性無機金属化合物に変換せしめることにより製造
される。
【００７９】
セルロース繊維又はセルロース繊維製品に金属イオンを含浸させる場合には、セルロース
繊維の内部に金属イオンを侵入させる方法である限り従来公知の方法をいずれも採用する
ことができる。例えばセルロース繊維又はセルロース繊維製品に侵入させようとする金属
イオンを、水溶性金属塩の形態でセルロース繊維又はセルロース繊維製品に侵入させれば
よい。
【００８０】
水溶性金属塩は、繊維の内部に把持しようとする金属化合物を構成する金属の塩化物、オ
キシ塩化物、硫酸塩、硝酸塩等の鉱酸塩、酢酸塩、蟻酸塩等の有機酸塩の形態がよい。特
に繊維の内部に把持しようとする金属化合物が水酸化亜鉛又は塩基性炭酸亜鉛である場合
には、水溶性金属塩は塩化亜鉛が好適である。
【００８１】
セルロース繊維又はセルロース繊維製品へフラボノイド類、化学結合形成化合物及び水溶
性金属塩を付着及び／又は含浸させるに当たっては、従来公知の方法、例えば浸漬法、ス
プレー法、コーティング法等従来公知の各種の方法を広く適用することができる。本発明
では、フラボノイド類、化学結合形成化合物及び水溶性金属塩を含有する処理液中に処理
すべきセルロース繊維又はセルロース繊維製品を浸漬する、いわゆる、浸漬法を採用する
のが好ましい。尚、化学結合形成化合物としてＮ－メチロール化合物を用いる場合には、
触媒を配合しておくのが好ましい。このような触媒としては、例えば塩化アルミニウム 
、硫酸アルミニウム 、塩基性塩化アルミニウム、硫酸マグネシウム、塩化マグネシウム 
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、リン酸二水素マグネシウム 、ホウフッ化亜鉛 、硝酸亜鉛 、塩化亜鉛 、ホウフッ化マ
グネシウム 、過塩素酸マグネシウム等の各種金属塩（結晶水含有物も含む）類、硫酸、
塩酸、硝酸、りん酸等の強酸のアンモニウム塩類、２ －アミノ－２ －メチル－１ －プ
ロパノールの塩酸塩等の各種アルカノールアミンの酸性塩及びこれらの混合物等が挙げら
れる。
【００８２】
以下、浸漬法につき詳述する。
【００８３】
処理液中のフラボノイド類濃度、化学結合形成化合物濃度及び水溶性金属塩濃度は、処理
液の絞り率と必要とする担持量より算出した濃度に設定すればよい。
【００８４】
本発明では、一つの処理液中に所定濃度のフラボノイド類、化学結合形成化合物及び水溶
性金属塩が全て含有されていてもよいし、これらフラボノイド類、化学結合形成化合物及
び水溶性金属塩が別個の処理液中に含有されていてもよい。
【００８５】
上記処理液のｐＨは０～６、好ましくは２～５に調整されていることが好ましい。処理液
のｐＨがこの範囲であれば、本発明で所望するセルロース繊維又はセルロース繊維製品を
得ることができる。当該範囲のｐＨは処理液に対して中和剤、即ち適当なアルカリ又は塩
を添加することにより調整できる。
【００８６】
ｐＨの調整に使用される中和剤として、例えば水酸化ナトリウム、重炭酸ナトリウム、炭
酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、ホウ酸ナトリウム、メタホウ酸ナトリウム、水素化ホ
ウ素ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム、チオ硫
酸ナトリウム、リン酸ナトリウム、メタリン酸ナトリウム、ポリリン酸ナトリウム、ピロ
リン酸ナトリウム、亜リン酸ナトリウム、次亜リン酸ナトリウム、ギ酸ナトリウム、酢酸
ナトリウム、リンゴ酸ナトリウム、酒石酸ナトリウム、乳酸ナトリウム等が挙げられる。
また、上記のナトリウム塩に代わり、カリウム塩、アンモニウム塩、メチルアミン、ジメ
チルアミン、トリメチルアミン、トリエチルアミン等の揮発性の低級アミンの塩も使用で
きる。これらの中和剤は、単独で又は２種以上を組み合わせて使用してもよい。
【００８７】
上記中和剤の添加量は、使用されるフラボノイド類、化学結合形成化合物及び水溶性金属
塩の溶解量や種類にもよるが、処理液中の濃度として通常０．１～１０重量％程度とする
のがよい。
【００８８】
上記処理液を構成する溶媒としては有機溶媒でも差支えないが、安全、価格を考慮すれば
水を溶媒にするのが好ましい。上記化学結合形成化合物が水不溶性のものであれば、適当
な界面活性剤を使用するのがよい。処理液の形態は、所定の効果が得られる限り特に限定
されるものではなく、溶液の形態であっても乳化液の形態であってもよいが、処理効率及
び安全性の観点から水溶液又は水分散液であることが好ましい。
【００８９】
上記処理液のセルロース繊維又はセルロース繊維製品に対する浸透速度は充分に速く、浸
漬時間、浴温度に特に制限はない。通常、浸漬時間０．１～３００秒、浴温は１０～４０
℃で行われる。絞りは加工する製品によって異なり、夫々に適当な絞り方法、絞り率が採
用できる。通常、絞り率は３０～２００％で行うのが好ましい。
【００９０】
浸漬、絞りを行った後、乾燥を行う。工業的には、乾燥温度は４０～１５０℃、時間は温
度に応じて選定すればよい。
【００９１】
本発明においては、フラボノイド類、化学結合形成化合物及び水溶性金属塩を付着及び／
又は含浸させたセルロース繊維又はセルロース繊維製品を次いで加熱処理する。
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【００９２】
加熱処理の温度は、通常１００～２５０℃、好ましくは１２０～２００℃、処理時間は２
０秒～１時間である。これより穏やかな条件では、加工布の消臭性能が洗濯を繰り返すこ
とにより低下する傾向になり、厳しすぎる条件では繊維の劣化を引き起こし、強度低下や
繊維黄変として表れる傾向が生ずるので、いずれも好ましくない。
【００９３】
本発明の方法では、次いでセルロース繊維又は繊維製品の内部に侵入させた金属イオンを
水不溶性の無機金属化合物の形態に変換させる。具体的には、セルロース繊維の内部に侵
入させた金属イオンを水不溶性の無機金属化合物の形態に変換させる（不溶化させる）た
めの処理液（以下「第２処理液」という）中でセルロース繊維又は繊維製品を処理すれば
よい。
【００９４】
第２処理液での処理において、水溶性金属塩にアルカリ、酸及びアルカリ金属塩の水溶液
のいずれか一つを作用させて、繊維中に含浸付着させた水溶性金属塩を水不溶性の金属化
合物に変換させる。この方法にも、浸漬法、パッド法、スプレー法、コーティング法等が
適用できるが、実用上は浸漬法及びパッド法が好適である。浸漬法はあらゆる形態の繊維
に対して適用できるが、特に織物や編物に対してはパッド法が適している。
【００９５】
第２処理液での処理の具体例を示せば、アルカリ、酸又はアルカリ金属塩を０．０１～１
０重量％含有する水溶液に、処理すべきセルロース繊維又は繊維製品を浸漬し、室温～７
０℃において３秒～５分間処理した後、所定の均一な絞り率になるようにマングル等で絞
るのがよい。アルカリ、酸及びアルカリ金属塩としては、従来公知のものをいずれも使用
できる。
【００９６】
上記第２処理の後、必要に応じてソーピング又は水洗を行なってアルカリ、酸又はアルカ
リ金属塩を完全に除去した後、乾燥処理を行なうのがよい。斯くして本発明のセルロース
繊維又はセルロース繊維製品が製造される。本発明のセルロース繊維又はセルロース繊維
製品では、水不溶性の無機金属化合物が繊維の非晶質領域内部に封入されたような挙動を
示す。
【００９７】
方法Ｂ：
本発明のセルロース繊維又はセルロース繊維製品は、セルロース繊維又はセルロース繊維
製品にフラボノイド類及び化学結合形成化合物を付着及び／又は含浸させ、次いで熱処理
し、更に金属イオンを含浸させた後金属イオンを水不溶性無機金属化合物に変換せしめる
ことにより製造される。
【００９８】
セルロース繊維又はセルロース繊維製品にフラボノイド類及び化学結合形成化合物を付着
及び／又は含浸させる工程、熱処理工程、セルロース繊維又はセルロース繊維製品に金属
イオンを含浸させる工程、及び含浸させた後金属イオンを水不溶性無機金属化合物に変換
する工程の各手段や条件は、方法Ａと同じでよい。
【００９９】
方法Ｃ：
本発明のセルロース繊維又はセルロース繊維製品は、セルロース繊維又はセルロース繊維
製品に金属イオンを含浸させた後金属イオンを水不溶性無機金属化合物に変換せしめ、次
いでフラボノイド類及び化学結合形成化合物を付着及び／又は含浸させ、更に熱処理する
ことにより製造される。
【０１００】
また、本発明のセルロース繊維製品は、セルロース繊維に金属イオンを含浸させた後金属
イオンを水不溶性無機金属化合物に変換せしめ、次いでフラボノイド類及び化学結合形成
化合物を付着及び／又は含浸させ、更に乾燥した後、縫製等によりセルロース繊維製品と
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し、最後に該セルロース繊維製品を熱処理することによっても製造される。
【０１０１】
セルロース繊維又はセルロース繊維製品に金属イオンを含浸させる工程、含浸させた金属
イオンを水不溶性無機金属化合物に変換する工程、セルロース繊維又はセルロース繊維製
品にフラボノイド類及び化学結合形成化合物を付着及び／又は含浸させる工程、及び熱処
理工程の各手段や条件は、方法Ａと同じでよい。また、乾燥処理の手段や条件は、従来公
知の乾燥手段や条件を広く適用することができる。
【０１０２】
方法Ｄ：
本発明のセルロース繊維製品は、セルロース繊維に金属イオンを含浸させた後金属イオン
を水不溶性無機金属化合物に変換せしめ、次いでフラボノイド類を付着及び／又は含浸さ
せ、更に乾燥した後、縫製等によりセルロース繊維製品とし、最後に該セルロース繊維製
品を気相ホルマリン加工処理することにより製造される。
【０１０３】
セルロース繊維に金属イオンを含浸させる工程、含浸させた金属イオンを水不溶性無機金
属化合物に変換する工程、セルロース繊維にフラボノイド類を付着及び／又は含浸させる
工程、及び乾燥工程の各手段や条件は、方法Ａや方法Ｃと同じでよい。
【０１０４】
気相ホルマリン加工処理につき、以下に説明する。
【０１０５】
ホルマリンを吸着させるために適度な水分率に調節した後、気相ホルマリン加工処理すべ
きセルロース繊維製品にホルムアルデヒドガスを吸着させ、熱処理してホルムアルデヒド
を架橋せしめる。
【０１０６】
架橋反応をさせる際に用いる触媒は、予めセルロース繊維製品に触媒溶液をパディングし
た後に気相処理を行ってもよいし、触媒溶液又は液化している触媒を気化又はミスト化し
てセルロース繊維製品に吸着させてもよい。或いは、セルロース繊維にフラボノイド類を
付着及び／又は含浸させる際に、触媒をセルロース繊維に吸着させておいてもよい。
【０１０７】
触媒としては、例えば塩化水素ガス、亜硫酸ガス等のガス、塩酸、硝酸、硫酸、りん酸等
の無機酸、グリコール酸、マレイン酸、乳酸、クエン酸、酒石酸、蓚酸等の有機酸等を挙
げることができる。また、例えば塩化アルミニウム 、硫酸アルミニウム 、塩基性塩化ア
ルミニウム、硫酸マグネシウム、塩化マグネシウム 、リン酸二水素マグネシウム 、ホウ
フッ化亜鉛 、硝酸亜鉛 、塩化亜鉛 、ホウフッ化マグネシウム 、過塩素酸マグネシウム
等の各種金属塩（結晶水含有物も含む）類、硫酸、塩酸、硝酸、りん酸等の強酸のアンモ
ニウム塩類、２ －アミノ－２ －メチル－１ －プロパノールの塩酸塩等の各種アルカノ
ールアミンの酸性塩及びこれらの混合物等のルイス酸も触媒として使用可能である。
【０１０８】
ホルムアルデヒドガスを吸着させた後、セルロース繊維製品を熱処理して架橋反応を行う
が、この熱処理は、１００～１８０℃の範囲の温度、０．５～１０分間の処理を行うこと
により架橋反応を完結することができる。
【０１０９】
方法Ｅ：
本発明のセルロース繊維製品は、セルロース繊維に金属イオンを含浸させ、金属イオンを
水不溶性無機金属化合物に変換せしめ、次いで乾燥した後、縫製等によりセルロース繊維
製品とし、更にフラボノイド類を付着及び／又は含浸させ、必要に応じて乾燥した後、最
後に該セルロース繊維製品を気相ホルマリン加工処理することにより製造される。
【０１１０】
セルロース繊維に金属イオンを含浸させる工程、含浸させた金属イオンを水不溶性無機金
属化合物に変換する工程、乾燥工程、セルロース繊維製品にフラボノイド類を付着及び／
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又は含浸させる工程、及びホルマリン加工処理工程の各手段や条件は、方法Ａ、方法Ｃや
方法Ｄと同じでよい。
【０１１１】
本発明では、方法Ａに従いセルロース繊維又はセルロース繊維製品を製造するのが特に好
ましい。方法Ａに従い製造されたセルロース繊維又はセルロース繊維製品は、一段と優れ
た消臭性能を発現する。
【０１１２】
更に、本発明によれば、上記セルロース繊維又はセルロース繊維製品から作製されたエア
ーフィルターが提供される。
【０１１３】
本発明のセルロース繊維又はセルロース繊維製品からエアーフィルターを作製する方法は
特に限定されるものではなく、従来のエアーフィルターの作成方法と同様にして製造すれ
ばよい。
【０１１４】
本発明のエアーフィルターには、エアコン用、空気清浄機用、掃除機用の各種フィルター
の他、掃除機用紙パックも包含される。
【０１１５】
【発明の効果】
本発明のセルロース繊維又はセルロース繊維製品は、酸性臭、中性臭及び塩基性臭のいず
れの臭気成分に対しても優れた消臭性能を有している。
【０１１６】
特に、本発明のセルロース繊維又はセルロース繊維製品は、中年臭に対して優れた消臭性
能を有している。
【０１１７】
更に、本発明のセルロース繊維又はセルロース繊維製品は、洗濯を繰り返し行っても上記
消臭性能が殆ど低下しない性能（耐洗濯性）を備えている。
【０１１８】
【実施例】
以下に実施例及び比較例を掲げて、本発明をより一層明らかにする。
【０１１９】
実施例１
目付１５０ｇ／ｍ2の綿織物を精練、漂白、シルケット処理の後、ジメチロールジヒドロ
キシエチレン尿素系樹脂（商品名：スミテックスＮＳ２００、住友化学工業社製）５重量
％、塩化マグネシウム１重量％、塩化亜鉛２．５重量％及びフラボノール類（日進香料社
製、カメリアＩＤ２５９）１０重量％を含む水溶液に浸漬後、マングルで絞り（絞り率：
１００％）、１００℃で乾燥後１６０℃で２分間熱処理を行った。次いで該織物を水酸化
ナトリウム１重量％水溶液に３秒浸漬の後、マングルで絞り（絞り率：１００％）、直ち
に水洗、乾燥し、本発明の綿織物を得た。
【０１２０】
この綿織物は、フラボノール類を９重量％含有し、水酸化亜鉛を２．２重量％把持してい
た。また、フラボノール類はアセタール結合を介して綿織物に強固に結合していた。
【０１２１】
実施例２
目付１５０ｇ／ｍ2の綿織物を精練、漂白、シルケット処理の後、グリセロールポリグリ
シジルエーテル系樹脂（商品名：デコナールＥＸ－３１３、ナガセ化成工業社製）５重量
％、塩化亜鉛２．５重量％、５０重量％ホウ弗化亜鉛２．５重量％及びフラボノール類（
日進香料社製、カメリアＩＤ２５９）１０重量％を含む水溶液に浸漬後、マングルで絞り
（絞り率：１００％）、１００℃で乾燥後１６０℃で２分間熱処理を行った。次いで該織
物を水酸化ナトリウム１重量％水溶液に３秒浸漬の後、マングルで絞り（絞り率：１００
％）、直ちに水洗、乾燥し、本発明の綿織物を得た。
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【０１２２】
この綿織物は、フラボノール類を９重量％含有し、水酸化亜鉛を２．２重量％把持してい
た。また、フラボノール類はエーテル結合を介して綿織物に強固に結合していた。
【０１２３】
実施例３
目付１５０ｇ／ｍ2の綿織物を精練、漂白、シルケット処理の後、ポリエチレングリコー
ル（＃６００）ジメタクリレート系樹脂（商品名：ライトエステル１４ＥＧ、共栄社化学
社製）５重量％、塩化亜鉛２．５重量％及びフラボノール類（日進香料社製、カメリアＩ
Ｄ２５９）１０重量％を含む水溶液に浸漬後、マングルで絞り（絞り率：１００％）、１
００℃で乾燥後１６０℃で２分間熱処理を行った。次いで該織物を水酸化ナトリウム１重
量％水溶液に３秒浸漬の後、マングルで絞り（絞り率：１００％）、直ちに水洗、乾燥し
、本発明の綿織物を得た。
【０１２４】
この綿織物は、フラボノール類を９重量％含有し、水酸化亜鉛を２．２重量％把持してい
た。また、フラボノール類はエーテル結合を介して綿織物に強固に結合していた。
【０１２５】
実施例４
目付１５０ｇ／ｍ2の綿織物を精練、漂白、シルケット処理の後、活性イソシアネート基
をオキシムでブロックされたヘキサメチレンジイソシアネート系樹脂（商品名：タケネー
トＷＢ－７２０、武田薬品工業社製）５重量％、塩化亜鉛２．５重量％及びフラボノール
類（日進香料社製、カメリアＩＤ２５９）１０重量％を含む水溶液に浸漬後、マングルで
絞り（絞り率：１００％）、１００℃で乾燥後１６０℃で２分間熱処理を行った。次いで
該織物を水酸化ナトリウム１重量％水溶液に３秒浸漬の後、マングルで絞り（絞り率：１
００％）、直ちに水洗、乾燥し、本発明の綿織物を得た。
【０１２６】
この綿織物は、フラボノール類を９重量％含有し、水酸化亜鉛を２．２重量％把持してい
た。また、フラボノール類はウレタン結合を介して綿織物に強固に結合していた。
【０１２７】
比較例１
目付１５０ｇ／ｍ2の綿織物を精練、漂白、シルケット処理して、比較例１の綿織物とし
た。
【０１２８】
試験例１
上記実施例１～４及び比較例１で得られた各綿織物を以下の消臭試験に供した。また、上
記実施例１～４及び比較例１で得られた各綿織物をそれぞれ５０回洗濯したものを以下の
消臭試験に供した。
【０１２９】
洗濯は花王（株）製の花王ニュービーズを５ｇ／リットルの割合で溶解した水溶液を用い
、４０℃で１０分間、家庭用洗濯機中で洗濯し、次いで水洗し、乾燥する操作を１サイク
ルとして、このサイクルを５０回繰り返した。
【０１３０】
アンモニア及びイソ吉草酸の消臭率は、次のようにして求めた。上記実施例１～４及び比
較例１で得られた各綿織物（洗濯前及び５０回洗濯後）を１０ｃｍ×１０ｃｍの大きさに
切断したものを、別々に三角フラスコに入れておき、次にこれらの三角フラスコ内にアン
モニア又はイソ吉草酸の溶液を一定量入れ、密栓して室温で６０分間放置し、その後三角
フラスコの上部に溜まったアンモニアガス又はイソ吉草酸ガスの濃度を北川式ガス検知管
を用いて調べ、消臭率を求めた。
【０１３１】
また、ノネナールの消臭率は、次のようにして求めた。上記実施例１～４及び比較例１で
得られた各綿織物（洗濯前及び５０回洗濯後）の一定量をバイアル瓶に入れ、ノネナール
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をマイクロシリンジで一定量注入し、ゴム栓をしてアルミシールで密閉し、８０℃で３０
分間加熱し揮発させ、室温にて３０分間放冷後、バイアル瓶のヘッドスペース部分の適量
を、ガスタイトシリンジでガスクロマトグラフに導入し測定した。
【０１３２】
バイアル瓶に綿織物を入れない以外は、上記と同じ方法で作成したものをブランクとした
。
【０１３３】
ノネナールの検出にはＦＩＤを用い、ブランクとのピーク面積比から消臭率を求めた。
【０１３４】
結果を表１に示す。
【０１３５】
【表１】

【０１３６】
試験例２
上記実施例１～４及び比較例１で得られた各綿織物（洗濯前及び５０回洗濯後）を以下の
消臭試験に供した。
【０１３７】
中高年の体臭に多く含まれているイソ吉草酸（０．０１重量％）とノネナール（０．０１
重量％）とを混合した中高年体臭合成液を調製した。この中高年体臭合成液を上記各綿織
物にミニスプレーを用いて同量噴霧し、２～３分放置した後の臭いを、２０人に嗅がせた
。下記に示す６段階基準に従い官能値を決定し、平均値を求めた。結果を下記表２に示す
。
【０１３８】
官能値
０：無臭
１：やっと感知できる臭い
２：何の臭いであるのか判断できる程度の弱い臭い
３：何の臭いであるのか楽に判断できる程度の臭い
４：強い臭い
５：強烈な臭い
【０１３９】
【表２】
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【０１４０】
表２から、本発明の綿織物は、中高年体臭に対して格段に優れた消臭性能を備えており、
しかも耐洗濯性にも優れていることがわかる。
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